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京都大学法学部図書規程 

       （平成２３年４月１日最終改正） 

 

第１章 通   則 

 

第１条 （図書の管理） 

 法学部所属の図書は法学部において管理する。 

第２条 （図書の分類） 

 法学部において管理する図書は次の６種に分け、図書主任がこれを指定する。 

   １．一般図書 ２．専用図書 ３．貴重図書 ４．特別図書  ５．基本図書 

   ６．法科大学院図書 

第３条 （一般図書等） 

 一般図書、貴重図書及び特別図書は法学部図書室の書庫において保管する。 

第４条 （専用図書） 

 専用図書は各教員研究室において保管する。 

 専用図書は当該教員の申出により一般図書に編入することができる。 

第５条 （基本図書） 

 基本図書は法学部閲覧室において保管する。 

第５条の２ （法科大学院図書） 

 法科大学院図書は法学研究科法曹養成専攻学習室において保管する。 

 法科大学院図書の利用については別に定める。 

第６条 （図書の利用資格） 

 法学部所属の図書は、この規程の定めるところにより何人も利用することができる。 

 法学部所属の図書の利用資格区分は次のとおりとする。 

１．大学院法学研究科の教授、准教授、専任講師及び非常勤講師、法学部非常勤講

師並びに法科大学院特別教授・准教授 

２．大学院法学研究科の助教、研究員、学生、研修員、研究生、科目等履修生及び

聴講生 

３．大学院法学研究科・法学部の元教授・助教授・准教授 

４．大学院法学研究科の招へい外国人学者、招へい外国人共同研究者及び附属法政

実務交流センター協力研究員 

５．法学部の学生、科目等履修生及び聴講生 

６．大学院法学研究科以外の本学教員（助手を除く） 

７．大学院法学研究科以外の本学大学院学生 

８．法学部以外の本学学部学生 

９．本学職員及び本学助手 

１０．学外者で、所属機関の長の依頼状を提出し図書主任の許可を得た者、その他特

に図書主任の許可を得た者 

１１．第１号から第１０号に該当しない者 

第７条 （図書室の休室） 
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 図書室の休室日は次のとおりとする。 

１．日曜日、国民の祝日及び本学創立記念日 

２．毎月１日の午前中及び１５日（１日及び１５日が土曜日、日曜日の場合にはその

直後の月曜日、祝日の場合にはその翌日） 

３．学部入学試験期間 

４．１月１日より１月５日まで、３月３１日より４月３日まで及び１２月２７日から

１２月３１日まで 

５．その他図書主任の指定する日 

第８条 （図書室の開閉時刻） 

 図書室は午前９時に開き午後８時に閉じる。ただし、土曜日は午後５時に閉じる。 

 

第２章 図書の貸出 

 

第９条 （大学院法学研究科・法学部関係者の借受冊数・期間） 

大学院法学研究科・法学部関係者が借り受けることができる一般図書（雑誌類を除く）

及び特別図書の合計冊数及び借受期間は次のとおりとする。 

   １．教授、准教授及び専任講師     ３００冊以内   ２年以内 

   ２．非常勤講師及び法科大学院特別教授・准教授   ３０冊以内   １年以内 

   ３．助教、研究員及び法学研究科学生（法曹養成専攻を除く） 

         １００冊以内  １年以内 

   ３の２．法学研究科学生（法曹養成専攻）    ２０冊以内 ２週間以内 

   ４．研修員        ５０冊以内   ６月以内 

   ５．研究生        ３０冊以内   ６月以内 

   ６．法学研究科の科目等履修生及び聴講生    １０冊以内   ３月以内 

   ７．元教授・助教授・准教授      ５０冊以内   ６月以内 

   ８．法学部の学生、科目等履修生及び聴講生     ５冊以内 １週間以内 

   ９．招へい外国人学者及び招へい外国人共同研究者   ５０冊以内  ６月以内 

  １０．附属法政実務交流センター協力研究員    ３０冊以内  ６月以内 

  １１．職員及び助手       １０冊以内  １月以内 

第１０条 （本学関係者の借受冊数・期間） 

前条に掲げる者以外の本学関係者が借り受けることができる一般図書（雑誌類を除く）

及び特別図書の合計冊数及び借受期間は次のとおりとする。 

   １．大学院公共政策連携研究部及び大学院経済学研究科の教員（助手を除く） 

          ５０冊以内  ６月以内 

   ２．大学院公共政策研究部及び大学院経済学研究科の学生 ３０冊以内  ３月以内 

   ３．第１号に掲げる者以外の本学教員（助手を除く）   ３０冊以内  ６月以内 

   ４．第２号に掲げる者以外の本学大学院学生     ５冊以内  １月以内 

   ５．本学学部学生        ３冊以内 １週間以内 

   ６．本学職員及び本学助手       ５冊以内  １月以内 

第１１条 （学外者の借受冊数・期間） 
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第６条第２項第１０号に掲げる者が借り受けることができる一般図書（雑誌類を除く）

及び特別図書の合計冊数は３冊以内とし、その借受期間は１月以内とする。 

第１２条 （借受中図書の一時利用） 

第６条第２項第１号から第４号に掲げる者は、他人の借受期間中の図書（専用図書を除

く）について、借受者に支障のないかぎり所定の手続を経て当日に限り一時利用するこ

とができる。 

第１３条 （返却請求等） 

 図書主任は、必要のある場合、借受期間中の図書の返却を求めまたは点検をすることができる。 

第１４条 （身分の喪失等） 

第９条及び第１０条に掲げる者が借受期間中にその身分を失いまたは１年以上の休職も

しくは出張をする場合には、その２週間前までに借り受けた図書を返却しなければなら

ない。 

専用図書については、借受者がその身分を失う場合にのみ前項の規定を適用する。 

第１５条 （雑誌類の一時貸出） 

第６条第２項第１号から第１０号に掲げる者は、雑誌類を当日中にかぎりこれを借り受

けることができる。 

第１６条 （貸出禁止図書） 

辞書、事典、文献目録、法令集、判例集、年鑑、基本図書、マイクロフィルム、マイク

ロフィッシュ、新着図書（雑誌類を除く）その他図書主任が指定する図書は、第６条第

２項第１号から第１０号に掲げる者への一時貸出の場合を除き、貸出を行わない。ただ

し、外国の法令集及び判例集については、大学院法学研究科の教員（助手を除く）及び

学生（法曹養成専攻を除く）は３０冊を限度としてその翌日まで借り受けることができ

る。 

前項ただし書の図書で図書主任が特に指定するものについては、大学院法学研究科の教

員（助手を除く）及び学生（法曹養成専攻を除く）にかぎり第９条に定める借受冊数の

範囲内で３月を限度として借り受けることができる。ただし、学外に帯出することはで

きない。 

 

第３章 図書の閲覧 

 

第１７条 （一般図書等の閲覧） 

 一般図書、特別図書および基本図書は閲覧することができる。 

第１８条 （貴重図書の閲覧） 

 貴重図書は、「貴重図書閲覧願」を提出した上で閲覧することができる。 

第１９条 （閲覧場所） 

 閲覧のために借り受けた図書は閲覧室外に帯出することはできない。 

第２０条 （閲覧の制限） 

第６条第２項第１１号に掲げる者については、つぎの各号の場合に閲覧を制限すること

がある。 

１．図書に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第
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１４０号）」第５条第１号、第２号及び第４号イに掲げる情報が記録されている

と認められる場合（当該情報が記録されている部分に限る） 

２．図書の全部または一部を一定の期間公にしないことを条件に個人または法人等（国、

独立行政法人等及び地方公共団体を除く）から寄贈または寄託を受けている場合

（当該期間が経過するまでの間に限る） 

３．図書の原本を利用させることにより当該原本の破損もしくはその汚損を生じるお

それがある場合または当該原本が現に使用されている場合 

 

第４章 図書の検索 

 

第２１条 （書庫内図書検索の資格） 

第６条第２項（第５号、第８号、第１０号、第１１号を除く）に掲げる者は一般図書及

び特別図書を検索することができる。ただし、第６条第２項第５号及び第１０号に掲げ

る者で図書主任の特別の許可がある者は、一般図書および特別図書を検索することがで

きる。 

 

第５章 雑   則 

 

第２２条 （図書の紛失等） 

利用中の図書につき汚損、破損または紛失等の事故が生じたときは、利用者はただちに

その旨を図書主任に届出なければならない。 

第２３条 （紛失図書等に関する処置） 

図書主任は前条の事故を起こした者に代本の提供その他適当な措置を求めることができ

る。 

第２４条 （規定違反に対する処置） 

図書主任は図書の利用につきこの規程および施行細則に違反した者に対して、貸出また

は閲覧の停止その他適当な措置をとることができる。 

第２５条 （複写） 

利用者は教育、研究または調査の用に供する場合に、図書室資料の複写をすることがで

きる。ただし、貴重図書については、複写を許可しないことがある。 

前項の場合に、複写に係る著作権について一切の責任は利用者が負うものとする。 

第２６条 （撮影・画像データ化） 

図書室資料の撮影または画像データ化を希望する者は、所定の申請書を図書主任に提出

し学部長の許可を得なければならない。 

撮影または画像データ化の資料を刊行物に掲載または一般利用に供するときは、法学部

図書室所蔵の資料である旨を明記し、その陰画および刊行物または電子ファイルを法学

部に寄贈しなければならない。 

前条第２項の規定は撮影・画像データ化の場合にも準用する。 

第２７条 （図書目録・図書規程の備付） 

図書を利用者の閲覧に供するため、図書の目録、この規程および施行細則を常時閲覧室
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内に備え付けるものとする。 

第２８条 （個人情報の漏えい防止措置） 

図書館資料に個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容

易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるも

のを含む。）をいう。）が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のた

めに次の各号に掲げる措置を講じることがある。 

１．施錠可能な設備への別置等物理的な接触の制限 

２．その他当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置 

第２９条 （細則についての委任） 

 この規程の実施に関する細則は別に定める。 

 

附  則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 


